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資料２２－２ 災害時における相談業務に関する協定書 
 

 

 大町市（以下「甲」という。）と長野県弁護士会（以下「乙」という。）は、災害

時における被災者支援のための相談業務に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号

に規定する災害及びそれに類する大規模な被害（以下「災害」という。）が発生し

た場合において、被災者支援のための相談業務（以下「被災者相談業務」という。）

を円滑かつ適切に実施するため必要な事項を定めるものとする。 

 

（要請等） 

第２条 甲は、災害時において、乙に対して被災者相談業務の実施を要請すること

ができる。 

２ 前項の規定による要請は、原則として書面により行うものとする。 

３ 乙は、第１項の要請を受けた場合には、速やかに、乙の構成員の中から相談員

を選出し、必要事項を甲に連絡するものとする。 

 

（相談場所等の調整及び広報） 

第３条 甲は、被災者相談業務を実施する場所等の調整及び広報に努めるものとす

る。 

 

（被災者相談業務の実施等） 

第４条 乙は、第２条第１項の要請に基づき、甲が指定する実施場所に相談員を派

遣し、被災者相談業務を実施するものとし、長野県災害支援活動士業連絡会との

連携が必要な場合には、調整を行うものとする。 

２ 甲は、被災者相談業務の実施に当たり、災害時応援協定等を締結している関係

団体等との連携が必要な場合には、調整を行うものとする。 

 

（報告） 

第５条 乙は甲に対し、被災者相談業務の実施状況その他必要事項について書面に

より報告するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 被災者相談業務は無償とし、相談者に負担を求めないものとする。 

２ 乙は、甲に対し被災者相談業務に要する報酬その他の経費は、請求しないもの

とする。 

（平常時からの連携） 

第７条 甲及び乙は、平常時において、被災者相談業務を円滑かつ適切に実施す

るための情報交換等により、連携強化に努めるものとする。 

 

（損害補償） 

第８条 この協定に基づく被災者相談業務の実施において、乙に生じた損害の補
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償（第三者に対する損害賠償を含む。）は、乙の責任において行うものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から２０２３年（令和５年）３月３

１日までとする。ただし、期間の満了の日の３か月前までに、甲又は乙から何ら

の申し出がないときは、さらに１年間延長されたものとみなし、以降この例によ

るものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない

事項については、その都度、甲及び乙が協議の上決定する。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自そ

の１通を保有するものとする。 

 

 

２０２２年（令和４年）１１月７日 

 

甲 長野県大町市大町３８８７番地 

  大町市長  牛越 徹 

 

 

乙 長野県長野市南長野妻科４３２番地 

  長野県弁護士会長  中村 威彦 

 


